
令和３年度学校教育法施行規則の改正について
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※高校生を対象として通常授業の履修機会を提供している大学は約28％
※高校生の科目等履修生は約1,500人となっている。 （いずれも平成30年度時点）
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 科目等履修生として大学で一定の単位を修得した高校生等（大学入学資格を
有さない者）が、その後当該大学に入学する場合、当該大学が定めるところ
により、修得した単位数、その修得に要した期間等を勘案して修業年限の通
算を行うことを可能とした。（令和３年１０月２９日公布・施行）
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特定分野に特異な才能のある児童生徒に

対する学校における指導・支援の在り方

等に関する有識者会議 （第６回）

資 料 ２



参考条文等

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）（抄）
第八十八条 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合に
おいて、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定
めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することがで
きる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）（抄）
第百四十六条 学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準
第三十一条第一項、専門職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職
短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生（第百六十三条の二において「科目等履修生」と
いう。）又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十
七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生（いずれも大学の
学生以外の者に限る。）として一の大学において一定の単位（同法第九十条の規定により入学資格を有した後、
修得したものに限る。）を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項、専門職大学設置基準第二十六条
第一項、短期大学設置基準第十六条第一項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項の規定により当該大
学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と
認める事項を勘案して行うものとする。

「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について（第十二次提言）」（教育再生実行会議、令和３年６月
３日）（抄）

２．（１）③ 学びの複線化・多様化
○ 国は、大学等が高校生を対象として行う遠隔・オンラインも活用した教育機会の提供を促進する。また、高
校生が大学の授業科目を履修し、その後、当該大学に入学した場合には、当該大学において卒業単位として認
められる先取り履修の活用を図るため、修業年限の柔軟化が可能となるよう制度改正を行うとともに、大学は、
他大学で修得した単位についても、当該大学の教育課程の一部に相当し教育上有益と判断する場合には、単位
互換を認めることができる旨を周知する。
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構想：広島から世界へ！ 平和に貢献するグローバル人材の育成

テーマ

特徴

グローバルな視野と強い使命感をもち，持続可能な社会の構築や国際社会の平和と発展に貢献する人材平和－Peace－ 人材
像

①新たな教科・科目の開発：新たな教科「ＨＥＩＷＡ」・科目「グローバル平和探究」を開発。
✔問題の理解や解決に様々なアプローチができるテーマについて，理解を深め，実際の探究を通して多面的に探究する手法や多様な表現方法を学ぶ。

「外国語」「地理、政治・経済」「情報、数学（統計）、理科（生物）」の融合科目

②海外研修等：3ステップの海外研修を実施。

③先取り履修：広島大学、県立広島大学の科目を履修する講座（「先取り履修」）を設置。
④高度な学び：「Stanford e-Hiroshima」の開講。
⑤国際会議等：「平和」をテーマとした高校生国際会議の開催。

探究活動の様子
高度な学びを実現する

「アドバンストネットワーク（ALネットワーク）」関係図と類型

✔ネットワークの構築・運営を、教育委員会が主導。 →教育委員会主導型

（出典）「2019年度スーパーグローバルハイスクール・WWLコンソーシアム構築支援事業・地域との協働による高等学校教育改革推進事業（グローカル型）合同連絡協議会」（2019年6月28日）発表資料等より文部科学省作成

✔フィリピンやアメリカにて現地の姉妹校の高校生や海外大学で探究活動を実施。

「ステップ１：意識・価値観の揺さぶり」「ステップ2：海外大学で学ぶ」「ステップ3：自らの課題を探究、学びを深め、社会に貢献」

✔スタンフォード大学遠隔講座「Stanford e-Japan」のテーマを広島県版として
改訂し、クロスカルチャーカリキュラムとして提供。

→広島県「国際平和拠点ひろしま構想」とともに、先導する人材を育成するための様々な関係機関とのコンソーシアム構築を目指す。

④の様子：スタンフォード大学遠隔講義 ①の様子：探究活動の様子

大学の先取り履修の取組例：広島県立広島国泰寺高等学校（WWL事業）


